社会福祉施設等で新型インフルエンザが発生した場合の対応・連絡





　　　　　　　　　　　　　　　　　（場合によっては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健所に相談）
（電話・ファックス等による連絡）　　　　　　　　　　　　　　（インフルエンザ様症状発生届）

　　　　　　　　　　　　　　＊地域密着型サービスは市町村へ
　　　　　　　　　　　　（県へ連絡）


新型インフルエンザの発生








発生後７日以内に、10名以上の場合





発生後７日以内に、２名以上、10名未満の場合








クラスターサーベイランスによる対応





許認可・指定権者等に連絡





市町村





障保健福祉課・児童家庭課）


高知県（高齢者福祉課・障











保　健　所





連携





社会福祉施設等とは、「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター（集団発生）サーベイランスへの協力について」（平成21年１０月８日付け事務連絡）による。


（�HYPERLINK "http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/inhuruenza.html"�http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/inhuruenza.html�）








